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。
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掲
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同
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掲
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の
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れ
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読
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に
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い
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一
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よ
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事
業
者
の
名
称
又
は
氏
名

介
護
保
険
事
業
所
番
号

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

株
式
会
社
Ｅ
ｃ
ｏ　

Ｌ
ｉ
ｆ

ｅ

〇
四
七
二
六
〇
〇
六
七
五

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
バ
ン
ビ
の
里

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
新
前

谷
地
五
十
七
番
地
一

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
号

　

介
護
保
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九
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百
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五
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一
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の
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よ
り
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と
お
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護
予
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サ
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ビ
ス
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又
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介
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ｉ
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六
〇
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七
五

介
護
予
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通
所
介

護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
バ
ン
ビ
の
里

宮
城
郡
利
府
町
加
瀬
字
新
前

谷
地
五
十
七
番
地
一

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法

第
五
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
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成
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五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
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一　
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消
年
月
日
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二
十
五
年
五
月
十
七
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設
置
者
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置
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名

事
業
所
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指
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障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
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業
所
の
名
称
及
び
所
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地

株
式
会
社
Ｅｃｏ　

Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
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四
一
二
六
〇
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二
〇
七

生
活
介
護

バ
ン
ビ
の
杜
利
府

宮
城
郡
利
府
町
加
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字
新
前
谷
地
五
十

七

－

一

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。
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成
二
十
五
年
六
月
七
日
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城
県
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認
証
食
品

認
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番
号
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目

申
請
者
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名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

六
十

ナ
チ
ュ
ラ

ル
チ
ー
ズ

一
般
財
団
法
人
蔵
王
酪

農
セ
ン
タ
ー

理
事
長　

小
原
實

一
般
財
団
法
人
蔵
王
酪

農
セ
ン
タ
ー

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
七

日
原
二
百
五
十
一
番
地
の
四

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
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綱
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平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
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第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
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六
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宮
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食
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申
請
者
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氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
六
十

六　
　

焼
き
魚
介

類

有
限
会
社
い
か
や

代
表
取
締
役　

阿
部
秀

次

有
限
会
社
い
か
や

牡
鹿
郡
女
川
町
旭
が
丘
二
丁
目
十

一
番
地
の
十

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品
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認
証

番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

百
七
十

三　
　

蒸
し
・
ゆ

で
魚
介
藻

類

合
同
会
社
猪
又
屋

代
表　

猪
又
一
成

合
同
会
社
猪
又
屋

石
巻
市
長
浜
町
十
四
番
十
二
号

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
一
号

　

昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
六
十
二
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
中

「
仙
台
湾
沿

岸

松
島
海
岸

手
樽
地
区

海
岸

早
川
東
地

先
海
岸

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
早
川

東
二
九
番
地
の
二
地
先
か
ら

同
郡
同
町
手
樽
早
川
西
二
五

番
地
に
至
る
護
岸
天
端
肩
か

ら
背
後
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
巾

員
を
有
す
る
地
域

上
記
に
掲
げ
た
土
地
に
接
す

る
水
際
線
か
ら
五
〇
メ
ー
ト

ル
の
巾
員
を
有
す
る
水
域

同

同

同

早
川
西
地

先
海
岸

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
早
川

西
二
六
番
地
先
か
ら
同
郡
同

町
手
樽
字
早
川
西
四
四
番
地

先
に
至
る
護
岸
天
端
肩
か
ら

背
後
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
巾
員

を
有
す
る
地
域

上
記
に
掲
げ
た
土
地
に
接
す

る
水
際
線
か
ら
三
〇
メ
ー
ト

ル
の
巾
員
を
有
す
る
水
域

」

を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
二
号

　

昭
和
四
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
松
島
海
岸
手
樽
地
区
海
岸
早
川
地
先
海
岸
に
係
る
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県

松
島
海

手
樽
地

早
川
地
先

基
点
Ａ
点

仙
台
湾

沿
岸

岸

区
海
岸

海
岸

　

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
早
川
三
十
八
番
の
六
の
北
緯
三
八
度
二
三
分

〇
三
秒
二
三
七
五
東
経
一
四
一
度
〇
六
分
三
四
秒
六
六
二
一
の
地
点

補
助
点

　

⑴
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
一
三
二
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
四
五
六
〇
の
地
点

　

⑵
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
一
五
九
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
四
四
一
五
の
地
点

　

⑶
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
三
〇
一
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
四
三
四
六
の
地
点

　

⑷
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
九
五
六
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
三
秒
四
五
三
八
の
地
点

　

⑸
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
八
〇
二
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
二
秒
九
七
三
八
の
地
点

　

⑹
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
四
秒
一
三
八
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
二
秒
七
八
二
八
の
地
点

　

⑺
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
四
秒
九
一
六
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
三
秒
〇
九
二
四
の
地
点

　

⑻
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
六
秒
三
五
一
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
九
秒
八
九
四
四
の
地
点

　

⑼
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
四
八
七
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
三
〇
〇
三
の
地
点

　

⑽
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
四
八
八
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
二
九
九
一
の
地
点

　

⑾
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
一
三
五
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
七
四
七
九
の
地
点

　

⑿
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
八
三
七
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
〇
六
〇
四
の
地
点

　

⒀
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
三
七
五
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
二
四
三
一
の
地
点

　

⒁
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
二
四
六
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
〇
一
四
五
の
地
点
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⒂
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
七
一
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
〇
秒
九
七
七
〇
の
地
点

　

⒃
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
四
五
四
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
〇
秒
九
九
二
九
の
地
点

　

⒄
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
一
八
〇
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
二
〇
九
九
の
地
点

　

⒅
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
〇
九
一
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
二
九
四
四
の
地
点

　

⒆
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
一
〇
八
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
二
九
八
五
の
地
点

　

⒇
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
一
三
一
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
三
〇
四
〇
の
地
点

　

21
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
二
六
一
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
三
一
三
九
の
地
点

　

22
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
四
〇
九
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
二
九
八
四
の
地
点

　

23
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
一
一
四
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
三
四
四
七
の
地
点

　

24
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
七
〇
八
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
三
八
四
六
の
地
点

　

25
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
八
八
八
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
四
四
三
五
の
地
点

　

26
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
九
八
五
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
四
七
五
三
の
地
点

　

27
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
一
五
一
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
一
九
秒
七
五
〇
〇
の
地
点

　

28
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
三
七
九
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
〇
秒
一
四
四
五
の
地
点

　

29
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
八
六
一
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
〇
二
一
九
の
地
点

　

30
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
一
六
四
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
五
七
四
一
の
地
点

　

31
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
三
四
九
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
九
〇
二
〇
の
地
点

　

32
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
四
三
二
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
一
秒
九
三
一
二
の
地
点

　

33
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
五
三
一
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
一
一
二
九
の
地
点

　

34
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
五
八
九
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
二
五
三
七
の
地
点

　

35
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
七
〇
七
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
四
八
四
七
の
地
点

　

36
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
六
六
二
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
二
秒
八
七
三
〇
の
地
点

　

37
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
二
五
九
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
三
秒
二
六
八
六
の
地
点

　

38
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
三
八
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
三
秒
四
七
八
四
の
地
点

　

39
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
五
九
〇
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
三
秒
八
七
三
五
の
地
点

　

40
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
七
二
二
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
四
秒
一
〇
九
五
の
地
点

　

41
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
一
秒
二
二
四
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
〇
六
九
二
の
地
点

　

42
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
一
秒
〇
三
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
三
五
七
八
の
地
点

　

43
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
九
九
三
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
四
一
五
二
の
地
点

　

44
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
五
九
〇
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
五
秒
九
九
四
六
の
地
点

　

45
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
一
〇
秒
一
六
九
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
六
秒
六
一
七
〇
の
地
点
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46
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
五
六
〇
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
七
秒
五
〇
三
八
の
地
点

　

47
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
九
秒
〇
七
五
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
八
秒
二
三
五
三
の
地
点

　

48
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
六
五
五
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
八
秒
八
五
九
四
の
地
点

　

49
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
二
二
四
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
九
秒
四
九
一
一
の
地
点

　

50
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
〇
五
九
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
九
秒
七
四
八
三
の
地
点

　

51
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
八
秒
〇
四
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
二
九
秒
七
六
七
〇
の
地
点

　

52
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
七
九
三
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
〇
秒
一
二
五
三
の
地
点

　

53
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
七
秒
三
六
四
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
〇
秒
七
六
八
五
の
地
点 

　

54
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
六
秒
九
四
五
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
一
秒
六
四
六
五
の
地
点

　

55
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
六
秒
六
六
一
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
二
秒
三
二
四
一
の
地
点

　

56
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
六
秒
二
六
二
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
三
秒
二
一
五
一
の
地
点

　

57
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
五
秒
九
四
二
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
三
秒
九
三
一
七
の
地
点

　

58
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
五
秒
六
二
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
六
四
八
三
の
地
点

　

59
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
五
秒
一
九
四
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
五
秒
三
六
二
一
の
地
点

　

60
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
四
秒
五
五
二
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
五
秒
一
〇
六
七
の
地
点

　

61
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
四
秒
二
三
九
七
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
九
八
二
一
の
地
点

　

62
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
八
〇
一
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
五
秒
二
三
一
〇
の
地
点

　

63
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
五
八
一
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
七
五
八
六
の
地
点

　

64
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
五
七
六
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
七
四
六
八
の
地
点

　

65
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
四
五
二
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
七
九
四
五
の
地
点

　

66
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
二
五
二
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
四
秒
六
九
一
三
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
⑴
、
⑵
、
⑶
、
⑷
、
⑸
、
⑹
、
⑺
、
⑻
、
⑼
、
⑽
、
⑾
、
⑿
、

⒀
、
⒁
、
⒂
、
⒃
、
⒄
、
⒅
、
⒆
、
⒇
、
21
、
22
、
23
、
24
、
25
、
26
、

27
、
28
、
29
、
30
、
31
、
32
、
33
、
34
、
35
、
36
、
37
、
38
、
39
、
40
、

41
、
42
、
43
、
44
、
45
、
46
、
47
、
48
、
49
、
50
、
51
、
52
、
53
、
54
、

55
、
56
、
57
、
58
、
59
、
60
、
61
、
62
、
63
、
64
、
65
、
66
及
び
Ａ
の

各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界

測
地
系
に
よ
る
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
三
号

　

昭
和
四
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
五
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
松
島
海
岸
手
樽
地
区
海
岸
広
浦
地
先
及
び
広
浦
地
先
海
岸
に
係
る
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

松
島
海

岸

手
樽
地

区
海
岸

広
浦
地
先

海
岸

基
点
Ａ
点

　

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
廣
浦
三
十
四
番
の
一
の
北
緯
三
八
度
二
三
分

〇
〇
秒
九
二
四
五
東
経
一
四
一
度
〇
六
分
四
一
秒
五
一
二
六
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
〇
秒
六
四
五
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
二
八
六
五
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
〇
秒
〇
八
四
四
東
経
一
四
一
度
〇
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六
分
四
〇
秒
八
七
二
七
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
〇
秒
四
八
九
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
九
秒
九
八
一
八
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
二
九
四
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
八
秒
一
九
九
六
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
八
一
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
〇
四
四
七
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
九
〇
二
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
一
四
一
五
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
〇
一
二
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
二
六
七
〇
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
一
六
九
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
四
八
八
六
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
四
五
八
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
五
五
四
九
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
五
五
五
七
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
三
八
三
〇
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
七
八
四
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
五
四
七
一
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
七
五
四
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
五
七
五
二
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
九
〇
〇
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
六
七
〇
九
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
九
七
〇
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
七
〇
九
六
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
三
秒
二
七
八
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
七
秒
九
三
一
六
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
二
秒
七
〇
三
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
三
九
秒
二
二
〇
六
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
八
九
四
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
〇
〇
九
八
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
四
八
九
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
九
〇
二
六
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
二
一
九
七
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
七
〇
五
二
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
一
六
五
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
六
二
一
八
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
一
二
二
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
六
六
四
四
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
三
分
〇
一
秒
〇
三
六
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
一
秒
五
八
〇
四
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順

次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界
測
地
系
に

よ
る
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
四
号

　

昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
六
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

宮
城
県
仙
台
湾
沿
岸
松
島
海
岸
手
樽
地
区
海
岸
小
屋
崎
地
先
海
岸
に
係
る
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

宮
城
県

仙
台
湾

沿
岸

松
島
海

岸

手
樽
地

区
海
岸

小
屋
崎
地

先
海
岸

基
点
Ａ
点

　

宮
城
郡
松
島
町
手
樽
字
小
屋
崎
三
十
三
番
の
二
の
北
緯
三
八
度
二
二

分
五
三
秒
八
一
四
四
東
経
一
四
一
度
〇
六
分
五
三
秒
三
一
〇
二
の
地
点

補
助
点

　

イ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
三
秒
八
一
六
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
二
九
三
九
の
地
点

　

ロ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
三
秒
九
二
○
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
二
秒
九
三
八
〇
の
地
点

　

ハ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
三
秒
八
八
六
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
二
秒
七
六
五
一
の
地
点

　

ニ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
三
秒
九
五
六
二
東
経
一
四
一
度
〇
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六
分
五
二
秒
〇
九
一
七
の
地
点

　

ホ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
八
三
六
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
二
秒
二
三
八
〇
の
地
点

　

ヘ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
九
七
九
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
二
秒
二
六
三
三
の
地
点

　

ト
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
六
秒
一
八
七
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
〇
秒
二
七
一
九
の
地
点

　

チ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
七
秒
四
九
六
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
八
秒
一
三
八
二
の
地
点

　

リ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
七
秒
四
九
七
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
八
秒
一
三
五
六
の
地
点

　

ヌ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
〇
七
五
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
〇
五
三
九
の
地
点

　

ル
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
七
六
七
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
二
六
二
九
の
地
点

　

ヲ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
七
六
八
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
二
五
七
〇
の
地
点

　

ワ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
〇
四
二
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
三
三
九
六
の
地
点

　

カ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
〇
五
〇
七
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
二
九
五
八
の
地
点

　

ヨ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
一
五
六
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
三
四
八
五
の
地
点

　

タ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
二
三
九
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
四
七
三
五
の
地
点

　

レ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
二
八
五
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
四
一
九
六
の
地
点

　

ソ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
六
五
三
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
五
秒
五
三
〇
八
の
地
点

　

ツ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
九
秒
三
四
九
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
七
秒
一
五
一
九
の
地
点

　

ネ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
六
七
三
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
八
秒
二
二
九
八
の
地
点

　

ナ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
三
五
八
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
八
秒
八
九
四
一
の
地
点

　

ラ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
三
二
六
九
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
八
秒
九
六
一
三
の
地
点

　

ム
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
八
秒
二
四
七
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
四
九
秒
一
三
〇
五
の
地
点

　

ウ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
七
秒
〇
五
九
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
一
秒
〇
七
三
四
の
地
点

　

ヰ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
六
秒
九
一
四
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
一
秒
三
一
〇
六
の
地
点

　

ノ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
六
秒
〇
九
八
五
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
二
秒
六
三
六
二
の
地
点

　

オ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
八
五
三
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
〇
二
五
二
の
地
点

　

ク
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
六
一
二
一
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
四
一
八
九
の
地
点

　

ヤ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
四
四
六
三
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
七
〇
九
〇
の
地
点

　

マ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
四
二
一
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
七
五
〇
四
の
地
点

　

ケ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
一
五
一
六
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
四
秒
一
九
一
二
の
地
点

　

フ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
五
秒
〇
四
五
四
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
四
秒
三
五
五
〇
の
地
点

　

コ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
二
四
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
四
秒
二
一
七
〇
の
地
点

　

エ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
一
四
八
七
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
四
秒
一
三
四
八
の
地
点

　

テ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
〇
三
七
三
東
経
一
四
一
度
〇
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六
分
五
三
秒
八
三
四
二
の
地
点

　

ア
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
〇
三
七
二
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
五
九
六
五
の
地
点

　

サ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
四
秒
〇
二
二
〇
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
四
八
九
二
の
地
点

　

キ
点
は
、
北
緯
三
八
度
二
二
分
五
三
秒
八
〇
五
八
東
経
一
四
一
度
〇

六
分
五
三
秒
三
九
一
九
の
地
点

区
域

　

Ａ
、
イ
、
ロ
、
ハ
、
ニ
、
ホ
、
ヘ
、
ト
、
チ
、
リ
、
ヌ
、
ル
、
ヲ
、

ワ
、
カ
、
ヨ
、
タ
、
レ
、
ソ
、
ツ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
、
ム
、
ウ
、
ヰ
、
ノ
、

オ
、
ク
、
ヤ
、
マ
、
ケ
、
フ
、
コ
、
エ
、
テ
、
ア
、
サ
、
キ
及
び
Ａ
の

各
点
を
順
次
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域
（
座
標
は
世
界

測
地
系
に
よ
る
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
五
号

　

昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号
（
海
岸
保
全
区
域
の
指
定
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温
泉
字
遠
刈
田
北
山
一
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

１　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

２ 　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

３　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
蔵
王
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
七
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
七
北
田
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
欠
下
二
番
二
及
び
九
番
三

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

三
十
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
八
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
要
害
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日
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三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
南
前
百
番
一

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

百
九
十
三
・
三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
九
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
仙
台
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
青
葉
区
北
根
黒
松
二
百
八
十
八
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

二
百
七
十
二
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
号

　

河
川
区
域
の
変
更
に
よ
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

河
川
の
名
称

　
　

二
級
河
川
七
北
田
川
水
系
高
柳
川

二　

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

三　

廃
川
敷
地
等
の
位
置

　
　

仙
台
市
泉
区
上
谷
刈
字
堤
下
二
十
番

四　

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

　
　

土
地　

百
五
十
九
・
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
用
途
地
域

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
高
度
地
区

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

　

仙
台
市
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類

　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
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二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

　

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街
地
再
開
発
組
合
の

設
立
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

中
央
三
丁
目
一
番
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

三　

施
行
地
区

　

 　

石
巻
市
中
央
三
丁
目
八
番
十
二
、
八
番
十
三
、
八
番
十
五
、
五
十
三
番
二
、
五
十
三
番
十
四
、
五
十
五
番
一
、
五

十
五
番
四
、
六
十
一
番
一
、
六
十
一
番
二
、
六
十
二
番
、
六
十
三
番
二
、
八
十
二
番
一
、
八
十
三
番
一
、
八
十
三
番

二
、
八
十
三
番
三
及
び
百
八
十
二
番

四　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
日
和
が
丘
一
丁
目
十
五
番
三
十
号

五　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日

六　

事
業
年
度

　

 　

平
成
二
十
五
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
及
び
同
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月

三
十
一
日
ま
で

七　

公
告
の
方
法

　
　

組
合
事
務
所
の
掲
示
場
の
ほ
か
、
組
合
が
適
当
と
認
め
る
場
所
に
掲
示
し
て
行
う
。

八　

権
利
変
換
を
希
望
し
な
い
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
限

　
　

平
成
二
十
五
年
七
月
六
日公　

　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
尾
田
峯
二
十
九
番
地
の
一

部
、
三
十
五
番
地
、
二
十
九
番
地
先
の
道
の
一
部

女
川
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

登
米
市
中
田
町
石
森
字
蓬
田
百
八
十
五
番
五
、
百
八
十

七
番
、
百
八
十
九
番
一
、
百
九
十
一
番
三
、
百
九
十
一
番

四
及
び
百
九
十
一
番
六

　

岩
手
県
紫
波
郡
矢
巾
町
大
字
広
宮
沢
第
三
地
割
二
百
四

十
二
番
地
一

株
式
会
社
薬
王
堂　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字
大
沢
東
六
十
一
番
三
十
三
及
び

六
十
一
番
三
十
三
地
先
の
道
、
同
町
青
葉
台
一
丁
目
六
番

七
、
六
番
八
、
六
番
三
十
八
及
び
六
番
二
の
一
部

　

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
二
十
番
三
号

株
式
会
社
西
洋
ハ
ウ
ジ
ン
グ　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
五
号

　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項

及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に
第

七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
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要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て

は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
〇
四
二

二 　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
八
十
万
を
超

え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
三
七
、
七
五
八

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

七
八
、
七
七
四　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区 

一
一
、
六
八
五　
　
　

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
〇
、
二
四
三　
　
　
　

登

米

選

挙

区 

二
三
、
四
五
三　
　
　

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
五
、
三
三
一　
　
　
　

栗

原

選

挙

区 

二
一
、
〇
四
九　
　
　

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
〇
、
五
九
四　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区 
一
〇
、
九
〇
六　
　
　

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
八
、
三
〇
二　
　
　
　

大

崎

選

挙

区 
三
七
、
〇
二
〇　
　
　

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
四
、
〇
九
一　
　
　
　

柴

田

選

挙

区 

二
三
、
〇
一
九　
　
　

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
七
八
六　
　
　
　

亘

理

選

挙

区 

一
三
、
二
〇
二　
　
　

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
三
、
四
九
八　
　
　
　

宮

城

選

挙

区 

一
三
、
六
八
二　
　
　

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
四
、
三
六
八　
　
　
　

黒

川

選

挙

区 

二
三
、
六
一
五　
　
　

　
　

名

取

選

挙

区　
　

一
九
、
三
〇
〇　
　
　
　

加

美

選

挙

区 

九
、
一
七
〇　
　
　

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
三
、
〇
四
二　
　
　
　

遠

田

選

挙

区 

一
一
、
九
八
〇　
　
　

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
一
、
九
一
六

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
六
号

　

平
成
二
十
五
年
六
月
二
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え

る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
六
月
七
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　

三
三
七
、
七
五
八

正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
四
五
八
号
（
平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
一
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

四

段上

行一
七

正

午
後
一
時
か
ら

　
　
　
　
　
　
　

誤

午
前
一
時
か
ら
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